
広島市社会福祉審議会運営規程改正案 

現     行 改     正 

第１条～第３条 （略） 

 （部会） 

第４条 社会福祉法施行令（昭和３３年政令第１８５

号。以下「令」という。）第３条第１項に定める審査

部会のほか、児童福祉専門分科会に次の各号に掲げる

部会を置き、それぞれ当該各号に定める事務を行う。 

⑴ 入所措置等専門部会 児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第２７条第６項に規定する措置及び

同法第３３条第５項に規定する意見具申に関する調

査審議等 

⑵～⑷ （略） 

２～５ （略） 

 （審議会の審議事項並びに専門分科会及び部会の専決事項）  

第５条 審議会の審議事項並びに令第２条第３項に掲げ

る民生委員審査専門分科会及び令第３条第３項に掲げ

る審査部会の専決事項のほか各専門分科会及び各部会

の専決事項は、別表のとおりとする。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、健康福祉局健康福祉企画課   

    において処理する。 

 

        

                          

 

 

第１条～第３条 （現行に同じ。） 

 （部会） 

第４条 社会福祉法施行令（昭和３３年政令第１８５

号。以下「令」という。）第３条第１項に定める審査

部会のほか、児童福祉専門分科会に次の各号に掲げる

部会を置き、それぞれ当該各号に定める事務を行う。 

⑴ 入所措置等専門部会 児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第２７条第６項に規定する措置                    

                  に関する調

査審議等 

⑵～⑷ （現行に同じ。） 

２～５ （現行に同じ。） 

 （審議会の審議事項並びに専門分科会及び部会の専決事項） 

第５条 （現行に同じ。） 

 

 

 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、健康福祉局健康福祉・地域共

生社会課において処理する。 

 

附 則 

  この規程は、平成３０年６月１５日から施行する。 

 

別紙１ 


